[image: image1.jpg]



三浦バイオマスセンター・大災害地域支援計画書

２０１１(平成２３)年１２月　　三浦バイオマスセンター・大災害地域支援計画検討会

(計画検討会の構成団体は、大乗区・毘沙門区・宮川区の３区と三浦地域資源ユーズ(株)及び三井造船環境エンジニアリング(株)の５団体)
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Ⅰ　本計画の策定にあたって

　１、２０１１(平成２３)年３月１１日(金)午後２時４６分に宮城県沖で発生したマグニチュード９.０（世界史上５番目の大きさ）最大震度７の東日本大地震は、震度の大きさに加え、最大波高が約２３ｍ（最大遡上高が３８.９ｍ）という巨大な津波による被害が最も多く、死者と行方不明者は約２万人。

三陸地方から福島までの約４５０kmの長きに亘る沿岸域のまちと漁港・農地を破壊し、国難とも言える戦後最大の自然災害となりました。
　　　また、この地震と津波を原因とした福島第一原子力発電所の原子炉の建屋破壊等による放射性物質の飛散は４月１３日時点でチェルノブイリ事故と同じ「レベル７」に達し、避難指示区域の設定や、放射能の飛散、汚染水の海域への流失及び風評被害も含めて、被爆者と、多くの避難者を出し、農水産業にも大打撃を与えています。
　　　当該３地区住民の中にも、この地震と津波及び原発事故の被害に遭った親戚・知人を持つ方々も多くいられました。
２、この危機的状況に際して、かつて日本一のまぐろ生産基地として発展した三浦三崎では、気仙沼をはじめとする三陸地方のまぐろ漁船主と漁船員に支えていただいた、かつてのご恩返しと激励の心を込めて、大震災直後から漁業・水産・農業関係者をはじめ多くの市民が被災地への支援物資の提供や義援金等に取組みました。
　３、今、私たちにとって必要なことは、この大震災から何を学び、日頃から何をしておくべきか？ということです。
　　　このため、三浦地域資源ユーズ株式会社（以下「ユーズ」という。）と三井造船環境エンジニアリング株式会社の三浦事業所（以下「MKE」という。）では、大災害発生時に三浦バイオマスセンター（以下「本施設」という。）を、周辺地域に役立つ防災拠点の１つと位置づけ、①その管理棟を任意の避難所と定め、②飲料水や食料をはじめとする生活必需品や防災用資器材の備蓄と確保を行い、③避難所を開設した時の情報収集・伝達手段や避難所生活ルールづくり等を含めて、日頃から用意しておくことが必要であること―つまり「大災害地域支援計画」（以下「本計画」という。）を持つことの大切さを痛感しました。
　４、ユーズとMKEでは上記の考えに立って、平成２３年７月に本計画の案をつくって、大乗区・毘沙門区・宮川区の地元３区(自治会)にお示しし、その後各区の役員会に出席して、本計画を３区と共に策定しようと呼びかける一方、市の危機管理課とも再三協議して指導を受けてきました。
　　　そして同年９月２０日には３区三役（11名）とユーズ（4名）、MKE（1名）の５者（計16名）からなる「計画検討会」を組織し、計画の策定を進めつつ、一方ではユーズによる関係団体等の間での支援や提携に関する文書の取交わし等も進められてきました。
　５、こうして平成２３年１２月１日付をもって、地元３区とユーズの間で「三浦バイオマスセンターを大災害発生時に避難所として開設・運営することに関する覚書」を締結し合い、また同日をもって、本計画の策定を完了することができました。
　６、今後も５者は互いに協力し合って、国・県・市等の防災計画や被害想定の見直し、或いは地元と本施設の状況変化等に対応して、本計画を見直していくとともに、備蓄物の点検や更新或いは避難所運営の訓練等のために、本計画検討会を「計画推進委員会」と名称変更して運営していくこととしました。また、ユーズでは今後更に支援・連携をしてもらえる各方面・団体にも働きかけていくこととしています。
※次頁にこの計画の目次を載せましたが、計画の詳細を知りたい方は、
ユーズ(株)＝　　　　　　　　　　　　　　へお問い合わせ下さい。
3･11　東日本大震災の災禍に学ぶ
「三浦バイオマスセンター・大災害地域支援計画書」の目次紹介

〈気仙沼市街地の惨状〉





〈南三陸町防災対策庁舎とその周辺〉





３･１１ 東日本大震災の災禍に学ぶ





TEL　046－881－0030


FAX　046－881－0038





Ⅰ．本計画の策定にあたって・・・P1・2





Ⅱ．現在の県と市の地震災害対策計画はどうなって　　いるか？・・・P3・4


　１、「南関東地震」と「東海地震」の被害想定はこれでいいのか？


　２、H23年7/11　政府発表の「三浦半島断層群地震の発生確率が高まる・・・」の心配


　３、地元3区(自治会)に係る避難地と避難所の指定箇所


　４、現在の地元3区の防災関係図





Ⅲ．大災害地域支援計画・・・P5～27


　１、「想定外」の大災害に備えた地域支援計画として


　２、本施設の優位性と計画の目的


　３、本施設を任意の避難所に


　４、「避難所」としての受入条件等


　５、避難所の開設と運営等


(避難者受入れスペース図示含)


　６、市の災害対策本部や地域住民、医療機関その他との連携








　７、ボランティアの受入れ


　８、避難所の開設・再編・閉鎖等


　９、本計画策定後の「計画推進委員会」の定期開催等


１０、地元3区の地区防災隊との連携等


１１、支援物資等の考え方と備蓄物資等


１２、備蓄物等一覧表(詳細は103品目に亘っての列挙表)


１３、備蓄品購入等のための財源と対策等


１４、備蓄品の備蓄場所と更新等


１５、地元3区とユーズ間の覚書と、ユーズが他団体との間で締結した支援・提携に関する協定書・確認書・覚書等


１６、参考資料


　　(災害時用飲料水利用資料、避難所への一時貸与承諾書、「慢性疾患などの病気を持ち、投薬されている区民の方へのひと口メモ」)








